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主な関係法令

【主に介護報酬に関わるもの】

【主に人員基準に関わるもの】

参  考  文  献

　　　「介護報酬の解釈（令和６年４月版）」　（発行：社会保険研究所）

　　　　　　　　　　緑　： ３．ＱＡ・法令編　（緑本）

　○厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年厚生労働省告示第96号）
　○厚生労働大臣が定める地域（平成24年厚生労働省告示第120号）
　○厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成21年厚生労働省告示第83号）

　　　　　　　　　　青　： １．単位数表編　（青本）

　　　　　　　　　　赤　： ２．指定基準編　（赤本）

　〇介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例（平成２４年岡山県条例第６２号）

　○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）
　○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）

　○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の
      方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）

　○指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年老企第25号）

　○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）

　○厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号）

　○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）
　　及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第36号）

　○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
　　　（平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）



赤字：令和８年度変更箇所

介護 介護予防

看護職員１人、介護職員２人で訪問（介護） □ 満たす 出勤簿、勤務表、資格証 青185注1

入浴の実施 □ あり 実施記録
青P185［注
1］

看護職員１人、介護職員１人で訪問 □ 満たす 出勤簿、勤務表、資格証 青P1112注1

入浴の実施 □ あり 実施記録
青P1113
［注1］

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の１～４の措
置のいずれかが講じられていない場合

□ 該当 青P186注3 青P1112注3

１　虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話
装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、その結果
について従業者に周知徹底を図ること

□ 未実施 委員会の開催記録
青P187〔注
3〕

青P1113
〔注3〕

２　虐待の防止のための指針を整備すること □ 未実施 虐待の発生・再発防止の指針

３　従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
すること

□ 未実施 研修計画、実施記録

４　上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと □ 未実施 担当者の配置が分かる文書

以下の基準に適合していない場合 □ 該当 青P186注2 青P1112注2

１　感染症や非常災害対策の発生時において、利用者に対す
るサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体
制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策
定すること

□ 未策定
業務継続計画（感染症・非常災
害）

青P187〔注
2〕

青P1113
〔注2〕

２　当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること □ 未実施 対応の記録

身体の状況等に支障がない旨、主治の医師の意見の確認 □ あり 確認の記録(規定はなし) 青P186注4

所定単位数の９５／１００で算定 □ 満たす サービス提供票
青P187［注
4］

身体の状況等に支障がない旨、主治の医師の意見の確認 □ あり 確認の記録（規定はなし） 青P1112注4

所定単位数の９５／１００で算定 □ 満たす サービス提供票
青P1113
［注4］

利用者の希望 □ あり 青P186注5 青P1112注5

所定単位数の９０／１００で算定 □ 満たす サービス提供票
青P187［注
5］

青P1113
［注5］

102 訪問入浴介護費・402介護予防訪問入浴介護費

訪問入浴介護費
　　（介護予防）

訪問入浴介護費
　　（介護）

　

高齢者虐待防止措置未実
施減算
（介護・介護予防）
（所定単位数－1／100）

点検結果
介護報酬の解釈の頁

業務継続計画未策定減算
（介護・介護予防）
（所定単位数－1／100）

※令和7年4月から適用開
始

届出状況 確認書類

介護職員３人の訪問
（介護）

点検事項点検項目

介護職員２人の訪問
（介護予防）

清拭、部分浴
（介護・介護予防）

緑P465 問167～問169

緑P464 問164～問166
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介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

次のいずれかに該当すること □ 該当

同一敷地内建物等（※１）に居住する利用者に対しては、減
算を行う（事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内
建物等（※１）に５０人以上居住する建物に居住する利用者
を除く）

□ 該当

１月当たりの利用者（※２）が同一の建物に２０人以上居住
する建物（同一敷地内建物等（※１）を除く）に居住する利
用者に対しては、減算を行う

□ 該当

（※１）事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接
する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物

（※２）１月当たりの利用者：１月間（歴月）の利用者数の
平均　（当該月の１日ごとの該当建物居住利用者の合計÷当
該月の日数）
　なお、一体的な運営をしている場合は、介護予防訪問入浴
介護の利用者を含めて計算すること。

１月当たりの利用者（※２）が同一敷地内建物等（※１）に
５０人以上居住する建物に居住する利用者に対しては、減算
を行う

□ 該当

青P188注6
青P188[注6]

青P1114注6
青P1115
［注6］

（※１）事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接
する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物

（※２）１月当たりの利用者：１月間（歴月）の利用者数の
平均
（当該月の１日ごとの該当建物居住利用者の合計÷当該月の
日数）

青P186注7 青P1112注7

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に事業所が所在 □ 該当 青P188注8 青P1114注8

利用者への説明、同意 □ あり
青P189第2
の2(18)

青P1115第2
の2(7)

介護
１月当たりの延訪問回数が２０回以下 □ 該当 サービス提供票

青P188
　施設基
準・二

介護予防
１月当たりの延訪問回数が５回以下 □ 該当 介護予防サービス計画

青P1114
　施設基
準・六十九

青P188注6
青P188[注6]

同一敷地内建物等（※
１）に居住する者
又は同一建物（（※１）
を除く）に居住する20人
以上にサービスを行う場
合の減算
（介護・介護予防）
（所定単位数×90／
100）

特別地域訪問入浴介護加
算
（介護・介護予防）

同一敷地内建物等（※
１）に居住する50人以上
にサービスを行う場合の
減算
（介護・介護予防）
（所定単位数×85／
100）

□ 該当

中山間地域等における小
規模事業所加算
（介護・介護予防）

厚生労働大臣が定める地域に事業所が所在

緑P18 Q1～Q6

緑P18 Q1～Q6

緑P748～765
緑P33 Q4

青P1114注6
青P1115
［注6］

2/10



介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供 □ 合致 運営規程

交通費の支払い □ なし 領収証
青P190ロ
青P191
[第2の3
（9）]

青P1116ロ
青P1117
[第2の2
（9）]

認知症専門ケア加算
共通要件

１　認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を対象
者の数が２０人未満である場合であっては１以上、当該対象
者の数が２０人以上である場合にあっては１に当該対象者の
数が１９を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて
得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施

□ 該当
利用者台帳
資格証等

青Ｐ190
大臣基準告
示・三の四
イ（１）

青Ｐ1116
大臣基準告
示・三の四
イ（１）

※「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事
業の実施について」（平成18年3月31日付け老発第0331010号厚生労働省老
健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」
（平成18年3月31日老計発第03310007号厚生労働省計画課長通知）に規定す
る「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修

２　事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の
伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

□ 該当
研修計画書(事業計画書)
会議記録

上記共通要件１～２のいずれにも適合 □ 該当

３　利用者総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注
意を必要とする認知症の者（日常生活自立度のランクⅡ、
Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者。以下、「対象者」とい
う。）の占める割合が２分の１以上

□ 該当
利用者台帳
サービス提供票
実施記録

※割合は、算定日が属する月の前３月間の利用実人員数又は、利用延人員
数（要支援者を含む）の平均で算定

※届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活
自立度Ⅲ以上の割合について、毎月継続的に所定の割合以上であることが
必要

認知症専門ケア加算
（Ⅰ）
（１日につき＋３単位）

該当

※「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実
施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグ
ループ別に分かれて開催することで差し支えない。また、会議はテレビ電
話装置等を活用して行うことができる。

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に利用者が居住
中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算
（介護・介護予防）

青P190注9
青P191第2
の2(19)

□ 利用者の基本情報

青Ｐ1116
大臣基準告
示・三の四
イ（２）
利用者等告
示・七十四
の四

青Ｐ190
大臣基準告
示・三の四
イ（２）
利用者等告
示・三の三

緑P476～ 問1～問2

青Ｐ190
大臣基準告
示・三の四
イ（３）

青Ｐ1116
大臣基準告
示・三の四
イ（３）

緑P474～ 問17～問23
緑P478 問26、問4

緑P476 問24

緑P766 平21告83･二
緑P32～ Q1～Q3

青P1115注9
青P1115第2
の2(8)

緑P58 Q2～Q4

初回加算
新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関す
る調整を行った上で、利用者に対して初回の指定訪問入浴介
護を行った場合

□ 該当 介護サービス計画
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介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

上記共通要件１～２のいずれにも適合 □ 該当

以下の３～５のいずれにも適合 □ 該当

３　利用者総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある
症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症
の者（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用
者。以下、「対象者」という。）の占める割合が100分の20
以上

□ 該当

青Ｐ190
大臣基準告
示・三の四
ロ（２）

青Ｐ1116
大臣基準告
示・三の四
ロ（２）

※割合は、算定日が属する月の前３月間の利用実人員数又は、利用延人員
数（要支援者を含む）の平均で算定

※届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活
自立度Ⅲ以上の割合について、毎月継続的に所定の割合以上であることが
必要

４　認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者
を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施

□ 該当

※「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等
養成事業の実施について」（平成１８年３月３１日付け老発第０３３１０
１０号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑
な運営について」（平成１８年３月３１日老計発第０３３１０００７号厚
生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認
知症看護に係る適切な研修

５　事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに
関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は
実施を予定

□ 該当

青Ｐ190
大臣基準告
示・三の四
ロ（３）

青Ｐ1116
大臣基準告
示・三の四
ロ（３）

看取り連携体制加算(１
回につき＋６４単位）
（介護のみ）

２の施設基準を満たす事業所が、１の利用者基準に適合する
利用者に対して看取り期のサービス提供を行った場合に、死
亡日及び死亡日以前３０日以下について１回につき算定

□ 該当

１　次のいずれも満たす利用者 □ 適合

イ　医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復
の見込みがないと診断した者

□ 満たす 利用者台帳

ロ　看取り期における対合方針に基づき、利用者の状態又は
家族等も求めに応じ、介護職員、介護職員等から介護記録等
利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説
明を受け、同意した上でサービスを受けている者（その家族
等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含
む。）

□ 満たす 同意の記録

青Ｐ190
大臣基準告
示・三の四
ロ（１）

青Ｐ1116
大臣基準告
示・三の四
ロ（１）

緑P476～ 問1～問2

緑P474～ 問17～問23
緑P478 問26、問4

認知症専門ケア加算
（Ⅱ）
（１日につき＋４単位）

4/10



介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

２　次のいずれも満たす事業所 □ 適合

イ　病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携によ
り、利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保
し、かつ、訪問看護ステーション等により訪問看護等が提供
されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステー
ション等と調整している

□ 満たす 連携を証する書類

ロ　看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利
用者又はその家族等に対して、当該対応方針等の内容を説明
し、同意を得ている

□ 満たす 指針

ハ　看取りに関する職員研修を行っている □ 満たす 研修計画、実施記録

１ 研修計画の作成、実施
※　全ての従事者ごとに研修計画を作成

□ あり 研修計画書(事業計画書)

２ 利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議開催 □ 定期的に実施 会議記録

３ 定期的な健康診断の実施
※ 少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担によ
り実施

□ 全員に実施 健診受診記録等

４ 介護福祉士等の状況（前年度（３月）を除く）
※前年度実績が６月に満たない場合については、届出
日の属する月の前３月の実績を用いることが可能

イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の数が
６０／１００以上

ロ 介護職員の総数のうち、勤続１０年以上の介護
福祉士の占める割合が２５／１００以上

５　前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開
始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出を
行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、
毎月継続的に維持しており、その割合について毎月記録して
いるか。

□ 適合 割合についての毎月の記録

□ いずれか満たす

青P194
 大臣基
準・五イ
青P195 第2
の3（12）
緑P14～
 Q1～Q10

青P1118ニ
 大臣基
準・百一イ
青P1119 第
2の2（11）
緑P14～
 Q1～Q10

緑P479 問27

職員台帳(履歴書)
資格証等

サービス提供体制強化加
算（Ⅰ）
（介護・介護予防）
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介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

１ 研修計画の作成、実施
※　全ての従事者ごとに研修計画を作成

□ あり 研修計画書(事業計画書)

２ 利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議開催 □ 定期的に実施 会議記録

３ 定期的な健康診断の実施
※ 少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担によ
り実施

□ 全員に実施 健診受診記録等

４ 介護福祉士等の状況（前年度（３月）を除く。）
※前年度実績が６月に満たない場合については、届出
日の属する月の前３月の実績を用いることが可能

イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の数が４０／１００
以上

ロ 介護職員の総数のうち、介護福祉士、実務者研修修了者
及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が６０／１０
０以上

５　前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開
始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出を
行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、
毎月継続的に維持しており、その割合について毎月記録して
いるか。

□ 適合 割合についての毎月の記録

１ 研修計画の作成、実施
※　全ての従事者ごとに研修計画を作成

□ あり 研修計画書(事業計画書)

２ 利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議開催 □ 定期的に実施 会議記録

３ 定期的な健康診断の実施
※ 少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担によ
り実施

□ 全員に実施 健診受診記録等

青P194
 大臣基
準・五ハ
青P195 第2
の3（12）
緑P14～

青P1118ロ
 大臣基
準・百一ロ
青P1119 第
2の3（11）
緑P14～

職員台帳(履歴書)
資格証等

青P1118ロ
 大臣基
準・百一ロ
青P1119 第
2の3（11）
緑P14～

青P194
 大臣基
準・五ロ
青P195第2
の3（12）
緑P14～

サービス提供体制強化加
算（Ⅱ）
（介護・介護予防）

サービス提供体制強化加
算（Ⅲ）
（介護・介護予防）

□ いずれか満たす
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介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

４ 介護福祉士等の状況（前年度（３月）を除く）
※前年度実績が６月に満たない場合については、届出
日の属する月の前３月の実績を用いることが可能

イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の数が３０／１００
以上

ロ 介護職員の総数のうち、介護福祉士、実務者研修修了者
及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が５０／１０
０以上

ハ 介護職員の総数のうち、勤続７年以上の介護福祉士の占
める割合が２５／１００以上

５　前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開
始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出を
行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、
毎月継続的に維持しており、その割合について毎月記録して
いるか。

□ 適合 割合についての毎月の記録

介護職員等処遇改善加算
算定要件

１　介護職員処遇改善加算の算定額見込み額以上となる処遇
改善計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じるこ
と。

□ 該当 青P197 注1
青P1121 注
1

２　１の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及
び実施方法その他を記載した介護職員処遇改善計画書を作成
し、知事に届け出ていること。

□ 該当

３　賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周
知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知す
ること。

□ 該当

４　事業年度ごとに介護職員処遇改善実績報告書を作成し、
知事に提出していること。

□ 該当

５　算定日が属する月の前12月間において労働基準法等の労
働関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこ
と。

□ 該当

６　労働保険料の納付が適正に行われていること。

７　 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）【月額賃金改善要件Ⅰ】
　加算Ⅳの加算額の２分の１以上に相当する額以上を、基本
給又は毎月支払われる手当（以下「基本給等」という。）の
改善に充てている。

□ 該当

R8.3.13老発0313第6号
「介護職員等処遇改善
加算に関する基本的な
考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示
について」

R83.3.13事務連絡
「介護職員等処遇改善
加算に関するQ&A（第1
版）」

いずれか満たす□
職員台帳(履歴書)
資格証等
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介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

(２)　【キャリアパス要件Ⅰ】　（任用要件・賃金体系の整
備等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等
の要件を定めていること。
イ　アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系
について定めていること。
ウ　ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を
書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
※令和８年度は、申請時に下記「８　令和8年度特例要件」
を満たす場合は、年度内に対応を誓約すること可。年度末ま
でに対応を行い実績報告書で報告。

□ 該当

（３）【キャリアパス要件Ⅱ】　（研修の実施等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の資質向上又は資格取得のための支援に関する
計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を
確保していること。
イ　アについて、全ての介護職員に周知していること。
※令和８年度は、申請時に下記「８　令和8年度特例要件」
を満たす場合は、年度内に対応を誓約すること可。年度末ま
でに対応を行い実績報告書で報告。

□ 該当

（４）【キャリアパス要件Ⅲ】　（昇給の仕組みの整備等）
　次に掲げる要件の全てに適合すること
ア　介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み
又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設け
ていること。
イ　アの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で
整備し、全ての介護職員に周知していること。
※令和８年度は、申請時に下記「８　令和8年度特例要件」
を満たす場合は、年度内に対応を誓約すること可。年度末ま
でに対応を行い実績報告書で報告。

□ 該当

（５）【キャリアパス要件Ⅳ】　（改善後の年額賃金要件）
　「経験・技能のある介護職員」のうち１人以上は、賃金改
善後の賃金の見込み額が年額４４０万円以上であること（加
算等による賃金改善以前の賃金が年額４４０万円以上の者を
除く。）。
※加算の算定額が少額であることその他の理由により、当該
賃金改善が困難である場合は適用除外
※令和８年度は、申請時に下記「８　令和8年度特例要件」
を満たす場合は、年度内に対応を誓約すること可。年度末ま
でに対応を行い実績報告書で報告。

□ 該当
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介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

（６）【キャリアパス要件Ⅴ】　（介護福祉士の配置等要
件）
　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡの届出を行っているこ
と。

□ 該当

（７）【職場環境等要件】
○加算Ⅰ・Ⅱ
・６つの区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以
上、うち一部は必須）取り組む。
・情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的
に公表する。
○加算Ⅲ・Ⅳ
・６つの区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以
上）取り組む。
※１法人当たり１の施設又は事業所運営するような小規模事
業所は、㉔（共同化の取組）を行っていれば、生産性向上の
要件を満たすものとする
※令和８年度は、申請時に下記「８　令和8年度特例要件」
を満たす場合は、年度内に対応を誓約すること可。年度末ま
でに対応を行い実績報告書で報告。

□ 該当

８　【令和８年度特例要件】
以下のア又はイの取組を行っていること □ 該当

ア　訪問・通所系サービス
　ケアプランデータ連携システムを利用していること
　※申請時は加入の誓約で可。実績報告書で利用実績を報
告。イ　開設法人が社会福祉法人連携推進法人に所属しているこ
と

介護職員等処遇改善加算
Ⅰイ 上記算定要件の１から７（７）の要件をすべて満たすこと。 □ 該当

介護職員等処遇改善加算
Ⅰロ 上記算定要件の１から８の要件をすべて満たすこと。 □ 該当

介護職員等処遇改善加算
Ⅱイ

上記算定要件の１から７（５）及び７（７）の要件をすべて
満たすこと。

□ 該当
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介護 介護予防
点検結果

介護報酬の解釈の頁
届出状況 確認書類点検事項点検項目

介護職員等処遇改善加算
Ⅱロ

上記算定要件の１から７（５）、７（７）及び８の要件をす
べて満たすこと。

□ 該当

介護職員等処遇改善加算
Ⅲ

上記算定要件の１から７（４）及び７（７）の要件をすべて
満たすこと。

□ 該当

介護職員等処遇改善加算
Ⅳ

上記算定要件の１から７（３）及び７（７）の要件をすべて
満たすこと。

□ 該当

サービス種類相互の算定
関係（介護） 短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居

者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生
活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受
けていない。

□ なし サービス提供票

青P132 通
則(2)

サービス種類相互の算定
関係（介護予防） 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介

護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居
宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けていない

□ なし

青P1107通
則（2）
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